
基監発第 1005001号

平成 19年 10月 5日

各都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局監督課長

(契 印 省 略 )

バイシクルメッセンジャー等を使用す る事業場に対す る

集団指導等の実施について

標記について､特定信書便事業又は貨物軽 自動車運送事業 (以下 ｢特定信書便事業

等｣ とい う｡)を行 う事業場において､自転車､原動機付 自転車又は自動二輪車を使

用 し､信書の送達又は貨物の輸送を行 ういわゆるバイシクルメッセンジャー及びバイ

クライダー (以下 ｢バイシクルメッセンジャー等｣とい う.)の労働者性については､

平成 19年 9月 27日付 け基発第 0927004号 ｢バイシクルメッセンジャー及びバイクラ

イダーの労働者性について｣ (以下 ｢局長通達｣ とい う｡)により示 されたところで

あるが､同様の形態で特定信書便事業等を行 う事業者 (以下 ｢バイ ク便事業者｣ とい

う｡)については､これまでの経緯か らみて､労働基準関係法令の適用について十分

な理解を有 していないものも少なか らずあると考 えられることか ら､適正な労働条件

の確保に向けて労働基準関係法令の周知 とその遵守のための指導が必要 となっている｡

ついては､全国的に相当数存在するバイク便事業者に対 して､今般､下記のとお り

集団指導等を実施す ることとしたので､その対応に遺憾なきを期 されたいo

記

1 集団指導等の実施について

バイ ク便事業者に対 し､局長通達の内容 を踏まえて労働者性に係 る判断基準等の

説明を行い､労働基準関係法令の適用関係等について十分理解 させ るとともに､労

働者性が認 め られ る場合における適正な労働条件の確保のための自主的な改善を

適切に行わせるため､次により労働基準関係法令等についての集団指導等を行 うこ

と∩



(1)対象事業場等

ア 対象事業場

バイク便事業を行っていると考えられる本社事業場とすること｡

イ 対象事業場の把握

別添 1の ｢特定信書便事業者一覧表｣のほか､電話帳､インターネット等各

種情報により把握することO

なお､別添 1は､平成 19年 8月 9日現在許可されている特定信書便事業者の

一覧であるが､バイク便事業を行っていない事業者も含まれているおそれがあ

ることから､各種情報からバイク便事業を行っているかどうか判然としない場

合については､事前に電話等により確認を行 うこと｡

(2)実施時期

(3)集団指導等を実施する上での留意点

ア 各局において､上記 (1)の事業場に対し､集団指導又は個別に事業場の来

庁を求めての説明 (対象事業場が僅少である場合)(以下 ｢集団指導等｣という｡)

を実施すること｡

なお､対象事業場に対する集団指導等-の出席要請に当たっては､別添2を

参考とすること｡

イ 集団指導等に際しては､可能な限りバイク便事業者の代表者又は労務担当責

任者の出席を求めることO

ウ 集団指導等においては､下記項 目例を参考に､局長通達の内容を説明の上､

労働者性の判断基準のほか､労働基準関係法令について十分理解させること｡

なお､集団指導等の実施に当たっては､必要に応 じ､労災補償課及び適用 ･

徴収担当部署 との連携を図ること｡

(項 目例)

① 労働基準法第 9条の労働者について (｢労働者性｣の判断基準及び局長通達

等)

② 契約関係の明確化､適正な労働契約の締結について

③ 適正な労働条件の確保について (就業規則､労働時間 ･休憩 ･休 日､年次

有給休暇､賃金の支払､解雇､健康診断､安全衛生管理体制等)

④ 労働保険の加入手続､労災保険制度等について

エ 集団指導等の際に､別添 3の ｢労働者性に関する点検表｣を用いて自主点検

を実施 し､点検結果を提出させるとともに､自主点検の結果､バイシクルメッ

センジャー等が労働基準法上の労働者に該当するものと考えられる場合には自

主的な改善を行 うよう促すこと｡

2 労働条件に関する自主点検の実施について

集団指導等により改善を促 した事業者における改善状況を把握するとともに､な

お一層確実な改善を指導するため､次により ｢労働条件に関する自主点検｣を実施

すること｡



(2)実施時期

上での留意点

ア _ _ 一一 事業場に対 しては､別途送付する ｢労働条件自主点検表 (詳
細版)｣を送付 し､自主点検結果の提出を要請すること｡

別添 4の送付状を参考にすること｡

事業場に対 しては､｢労働者性に関する点検表｣及び ｢労働

主点検表 (詳細版)｣を併せて送付 し､点検結果の提出を要請すること

3 監督指導の実施について

上記 1及び 2により､法定労働条件の履行確保上の問題点が存在すると考えられ

る事業者に対 して､次により監督指導を実施すること｡



『■4その他
(2)局においては､集団指導､自主点検の結果等について､当該バイク便事業者 (本

社事業場)又は主たる営業所を管轄する労働基準監督署に対し､適宜必要な情報

提供を行 うこと｡

(3)バイク便事業者から改善に向けた相談がなされた場合には､必要に応 じ､労災

補償課及び適用 ･徴収担当部署とも連携し､懇切丁寧な指導を行 うこと｡



























































(参 考)

特定信書便事業者数(県別)
島名 件数

北海道 8

青森 2

岩手 0

宮城 1

秋田 1

山形 1
福島 1
茨城 1
栃木 0
群馬 0
埼玉 14

干葉 1

東京 45

神奈川 16

新潟 3

富山 3

石川 2

福井 3

山梨 0
長野 3

岐阜 1

静岡 6

愛知 1ー

三重 2

滋賀 1

京都 3

大阪 29

兵庫 6

奈良 2

和歌山 2

鳥取 1

島根 1

岡山 3

広島 10

山口 1

徳島 0
香川 0
愛媛 1
高知 0
福岡 17
佐賀 6

長崎 2

熊本 3

大分 3

宮崎 3

鹿児島 6

沖縄 3



別添 2

番 号

平成 年 月 日

殿

労働局労働基準部監督課長

バイシクルメッセンジャー及びバイクライダーの適正な

労働条件の確保のための説明会の開催について

平素より労働基準行政の運営につきまして､御理解 と御協力をいただき感謝申し上

げます｡

さて､貴事業場におかれましては､自転車又は自動二輪車等を使用 して特定信書便

事業に基づ く信書の送達や貨物軽 自動車運送事業に基づ く貨物の輸送等を行ってお

られるものと承知 してお りますが､この事業において配送業務に従事するいわゆるバ

イシクルメッセンジャー及びバイクライダーについては､その多くが運送請負契約を

締結 しているものの､その業務実態から労働基準法第 9条に定める労働者であると認

められる例がみられたことから､別添のとお り厚生労働省労働基準局長から通達 (辛

成 19年 9月 27日付け基発第 0927004号 ｢バイシクルメッセンジャー及びバイクライ

ダーの労働者性について｣)が発出されたところです｡

っきましては､1今般､同種事業で配送業務に従事するバイシクルメッセンジャー及

びバイクライダーの適正な労働条件の確保のための説明会を下記により開催するこ

とといたしましたので､本趣旨を御理解の上､代表者又は労務担当責任者の方に御出

席いただきますようお願いいたしますO

なお､準備の都合上､平成 年 月 日までに御出席の有無につきましては､下記

担当まで御連絡いただきますよう､併せてお願いし/lたしますo

記

(以下略)



別添3
【提出用】
バイシクルメッセンジャー及びバイクライダ-の労働者性に関する点検結果報告書

(平成 年 月 日)

事業場の名称 l代表者職氏名

所 在 地 TEL ( ) 事業の種類 l

*別添の ｢バイシクルメッセンジャー及びバイクライダーの労働者性に関する点検表｣の ｢点検の結果｣
欄に選択した番号を記入の上報告してください｡

なお､別添の ｢バイシクルメッセンジャー及びバイクライダーの労働者性に関する点検表｣は提出して
いただく必要はありませんが､点検結果を踏まえ､必要に応じ改善を図っていただくとともに､点検表は､
今後､労働基準法などの説明会において使用する場合がありますので､大切に保管してください｡

おって､本点検結果報告書を行政目的以外で使用することはありません.

点 検 項 目 間番号 点 検 の 結 果

1 締結している契約の内容 1

2 ｢使用従属性｣に関する判断基準 ＼ ＼

(1)｢指揮監督下の労働｣に関する判断基準 1
ア.仕事の依頼､業務従事の指示等に対する盲薯否の自由の有無

2

3

ィ.業務遂行上の指揮監督の有無(ア)業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無 1
2

3

4

5

(イ)その他 1

2

ウ.拘束性の有無 1

2

3

4

5

工.代替性の有無 1

(2)報酬の労務対慣性に関する判断基準 1

2

3

2枚目に続きます



点 検 項 目 間番号 点 検 の 結 果

3 事業者性に関する要素 ＼ ＼

(1)事業者性の有無 1
ア.機械､器具の負担関係

ー2

3

ィ.報酬の額 1

ケ その他 1

2

3

(2)専属性の程度 1
ア.兼業の有無

2

ィ.報酬 1

2

(3)その他 ー 1
ア.採用等の方法

2

3

4

5

ィ.報酬について給与所得として源泉徴収を行っていること 1

2

ウ.労働保険の適用対象としていること 1

2

3

4

工.服務規律を適用していること 1

オ.退職金制度､福利厚生を適用していること等 1

2

3

ご協力ありがとうございました｡



バ イ シ クル メ ッセ ン ジ ャー 及 び バ イ ク ラ イ ダ ー の 労 働 者 性 に 関 す る点 検 表

｢労働者性｣の判断基準 点検項 目 (該 当す る項 目に○を付 して下 さいO)

1 締結 してい る契約の内容 1 従業員から労務の提供を受けるに当たり締結している契約は､運送請負賀約ですか､それとも労働契約ですかQ

t 労働契約である t運送請負契約である1

l l l 2 l

2 ｢使用従属性｣に関す る判断基準

(1) ｢指揮監修下の労働｣に関す る判断基準

ア.仕事の依頼､業務従事の指示等に対す る諾否の 自由の有無 1 運送請負契約を締結しているバイシクルメッセンジャー及びバイクライダー (以下 ｢バイシク′レメッセン
ジャー等｣といいます○)が依帰した仕事を拒否する自由が認められていますか.

l認められていない l認められている E

L I L 2 l

lペナルテ三二当 ペナルテ喜当 [ 具体的な内容 ]

3 バイシクルメッセンジャー等が事実上､仕事の依頼を拒否している事例はありますかo

l 事例はない l 事例がある l

l l l 2 l

イ 業務遂行上の指揮fEt督の有4IIE -i~--6-i選業容に蘭一亡-f､~~右京65作戒芳富I-a-選方法こ~衝瓶 詰65使用万態設備 蓉55按通常だ蘭ず古事百花 ~~~ー定めていますか○ア -2カの 谷 惣汀 7 - ､ 日 11 !-

L 定めている E 定めていない 】

E I E 2 1

2 パイシクルメッセンジャー等に対し､運送経路､運送方法､接遇等について研修を行っていますか○

】研修を行っている 卜研修を行っていないl





5 バイシクルメッセンジャー等に屠所､兼務状況､休憩時間について携帯メール等で報告させていま
すか○

l 報告させている E報告させていない 1

l l l 2 l

エ.代替性 の有無 1 バイシクルメッセンジャー等に第三者に対する再委託を絡めていますか○

認めていない I 認めている 1

】 1 1 2 l

(2)報酬 の労務対慣性 に関す る判断基準 1 バイシクルメッセンジャー等の報酬を完全歩合制としていますか○

l完全捗合制でない l完全歩合制である l

l l l 2 l

2 基本歩合率のほか､皆勤､遅刻 .欠席等により加算 .減井歩合等が定められていますか○

l 定め言いる l 定め<2"ない El 具体的な内容 ]

3 パイシクルメッセンジャー等に一定の報酬保障がありますか○

l ある l ない l

l l l 2 l

3 事業者性 に関す る要素

(1)事業者性 の有無

ア.機械 ､器 具の負担 関係 1 自転車 .パイクは､バイシクルメッセンジャー等の自己負担ですか○

l自己負担ではない l 自己負担である l

l l l 2 1

2 パイシクルメッセンジャー等が各自で営業用ナンバー (若しくは有償運送許可)を敢得していますかo

l 会社で取得 l 各自で取得 1

l l l 2 l

3 パイシクルメッセンジャー等が使用する機材等で､会社で負担しているものはありますか9

I bla l 等 l[具体的な内容 ]

ィ.報酬 の額 1 バイシクルメッセンジャー等の報酬水準は､正規社員と変わらないですか○



ウ.その他

業務遂打上の損害に対する只任 1 第三者に与えた損害は､バイシクルメッセンジャー等が賠償することとなっていますかq

1なっていない l なっているlll l 2 l
独 自の簡77使 用 2 バイシクルメッセンジャー等に独自の商号の利用を認めていますか○

F 組めていない E 認めている 1

l l l 2 l

3 バイシクルメッセンジャー等の自転車 .バイクに会社のロゴ使用を義務待ていますかo

義務付けている l義務付けていない l

l l l 2 l

(2)専属性 の程度

ア.兼業 の有無 1 バイシクルメッセンジャー等に兼業を禁止していますかQ

l 禁止している l 禁止していない 1

l 1 】 2 l

2 実際､兼業しているバイシクルメッセンジャー等がいますかo

l いない l いる l

l l l 2 l

ィ.報酬 1 パイシクルメッセンジャー等の報酬に固定給部分がありますか○

J ある 1 ない L

l l l 2 l

l 行っている l 行っていない l

l l l 2 l

(3)鼻の他

ア.採用等 の方法

l 同じである l 同じではない 】

l l l 2 1

2 バイシクルメッセンジャー等の採用に当たり､正規社員と同様の面接を行っていますかo

l 行っている l 行っていない l



3 バイシクルメッセンジャー等の採用の諾否は会社側にありますかo

l 会社側にある t 会社側にない 1

I l l 2 l

4 バイシクルメッセンジャー等の採用について､正規社員と異なる前提粂件がありますか○

l 前提条件がない l 前提条件がある 】

L I L 2 l

5 バイシクルメッセンジャー等との契約解除は､正規社員の解雇手続と同じですか○

E 同じである E 同じではない l

l l l 2 l

ィ.幸削訓につ いて給与所得 と して源泉徴収 を行 ってい ること 1 バイシクルメッセンジャー等の源泉徴収を行っていますかo

l 行っている l 行っていない l

l 1 1 2 l

2 パイシクルメッセンジャー等の所得は､毎年事業所得として確定申告することになっていますかO

l なっていない l なっている l

l l l 2 l

ウ.労働保 険の適用対象 としてい ること

L されている L されていない l

l l l 2 1

2 バイシクルメッセンジャー等は､労災保険に特別加入していますか.

l 加入していないl 加入している ll l l 2 l

3 バイシクルメッセンジャー等に対し､損害賠供保険の加入を契約条件としていますかO

】 していない 】 している l

】 1 】 2 l

4 社会保険はバイシクルメッセンジャー等の偲人が手続することとなっていますか9

l なっていない l なっている l



工.服務規律を適用していること 1 ′<イシクルメッセンジャー等に服務規律が適用されていますかつ

l適用されている l適用されていない1L I L 2 l
オ.退職金制度､福利厚生を適用していること等 1 /<イシクルメッセンジャー等に退職金制度がありますか○

I ある 1 ない l

】 1 1 2 l

2 バイシクルメッセンジャー等に対し正規社員と同様の福利厚生が通用されていますかo

l 適用されているl適用されていないL
l l l2. I

3 バイシクルメッセンジャー等を正規社員と同様､通常の労働者と認識していますかO

l 認識している l認弧していない l

l l l 2 1

労働条件等が適切かどうか十分な検討をお願いします｡なお､本件についての御相談は､所轄の都道府県労働局労働基準部監督課へお願いします｡



別添4

番 号

平成 年 月 日

殿

労働局労働基準部監督課長

バイシクルメッセンジャー及びバイクライダーの労働条件に

関する自主点検の実施等について (依頼)

労働基準行政の運営につきましては､ 日頃より御理解 と御協力をいただき感謝申し

上げます｡

さて､先 日､バイシクルメッセンジャー及びバイクライダーの適正な労働条件の確

保のための説明会の際に実施 していただいた ｢バイシクルメッセンジャー及びバイク

ライダーの労働者性に関する点検｣の結果か ら判断すると､貴事業場のバイシクルメ

ッセンジャー及びバイクライダーについては､労働基準法上の労働者性が認められる

ものと考えられます｡

このため､今後契約形態等の見直 しについて御検討の上､労働基準関係法令に基づ

き適正な労働条件の確保のための必要な措置を講 じていただく必要があります｡

つきましては､検討結果を踏まえ､別添 ｢労働条件 自主点検表｣により､貴事業場

の労働条件を点検いただき､その結果を当局労働基準部監督課-〇月〇 日までに御提

出いただきますようお願いいたします｡

なお､御不明な点は､当局労働基準部監督課までお問い合わせ下さい｡

(お問い合わせ先)

○○労働局労働基準部監督課〇〇〇〇 (電話 )



別添 5

番 号

平成 年 月 日

殿

労働局労働基準部監督課長

バイシクルメッセンジャー及びバイクライダー等の適正な労働条件

の確保のための自主点検の実施について

平素より労働基準行政の運営につきまして､御理解 と御協力をいただき感謝申し上

げます｡

さて､先般､御案内させていただいたバイシクルメッセンジャー及びバイクライダ

ーの適正な労働条件の確保のための説明会につきましては､御出席いただけなかった

ところですが､バイク便事業に従事するバイシクルメッセンジャー及びバイクライダ

ーにつきましては､その労働者性を明らかにするとともに､適正な労働条件を確保す

ることが求められてお ります｡

つきましては､貴事業場におけるバイシクルメッセンジャー及びバイクライダーの

就労実態を踏まえた労働条件の確保の状況を把握 させていただく必要がありますの

で､別添 1の ｢労働者性に関する点検｣及び別添 2の ｢労働条件に関する自主点検｣

を実施 していただき､別添 1に関しては ｢バイシクルメッセンジャー及びバイクライ

ダーの労働者性に関する点検結果報告書｣により､別添 2に関しては ｢労働条件 自主

点検表｣により､下記担当まで御提出いただきますようお願いいた します｡

なお､貴事業場にバイシクルメッセンジャー及びバイクライダーが従事 していない

場合には､上記の自主点検を実施 していただく必要はありませんが､お手数ですが､

その旨を担当まで御一報 くださるよう､併せてお願いいた します｡

(お問い合わせ先)

○○労働局労働基準部監督課〇〇〇〇 (電話 )


